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〔
解
説
〕

本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
奈
良
市
南
中
町
正
覚
寺
（
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
）
文
書（

（
（

の
う
ち
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
奈
良
町
の
寺
社

案
内
人
の
活
動
を
め
ぐ
っ
て
西
本
願
寺
と
の
間
で
惹
起
し
た
紛
議
に

関
わ
る
史
料
で
あ
る
。
こ
の
紛
議
に
関
わ
る
一
件
史
料
は
「
南
都
寺

社
案
内
之
者
高
祖
聖
人
修
法
之
薬
伝
来
抔
忘
説
を
以
旅
人
江
相
授
候

ニ
付
御
達
一
件
」と
表
書
き
さ
れ
た
袋
に
三
五
点
収
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
紛
議
の
概
要
が
判
明
す
る
史
料
一
六
点
を
選

ん
で
紹
介
す
る
。

奈
良
の
寺
社
案
内
人
に
つ
い
て
の
専
論
に
、
本
誌
第
二
八
号
に
掲

載
さ
れ
た
、
安
田
真
紀
子
の
研
究
が
あ
る（

（
（

。
安
田
は
先
行
研
究
の
成

果（
（
（

を
ふ
ま
え
、
寺
社
案
内
人
の
発
生
、
組
織
、
活
動
の
実
態
な
ど
に

つ
い
て
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
第
四
節
「
案
内
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル
」
で
、
近
世
後
期
に
案
内
人
の
活
動
を
め
ぐ
っ
て
紛
議

が
続
発
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
依
拠
史
料
が
町
触
や
大
坂
の

旅
篭
屋
が
作
成
し
た
注
意
書
な
ど
で
あ
っ
た
た
め
、
紛
議
の
具
体
的

内
容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
本
事
例
に
よ
っ

て
寺
社
案
内
人
の
活
動
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
紛
議
の
具
体
像
の
一
端

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
紛
議
は
安
政
二
年
五
月
七
日
に
、
周
防
国
か
ら
の
十

人
組
の
旅
人
が
奈
良
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
が
浄
土
真
宗
門
徒
で

史
料
紹
介

奈
良
町
の
寺
社
案
内
人
と
西
本
願
寺
の
紛
議

奥
　 

本
　
　
武
　 

裕
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あ
る
こ
と
を
知
っ
た
寺
社
案
内
人
が
、
親
鸞
が
春
日
社
松
之
屋
で
祈

禱
し
た
と
い
う
伝
承
を
語
り
、
親
鸞
六
〇
〇
回
遠
忌
の
祈
禱
が
行
わ

れ
て
い
る
と
し
て
氷
室
社
境
内
に
誘
引
し
、
秘
伝
の
「
氷
」
と
称
す

る
薬
を
授
与
し
冥
加
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。

寺
社
案
内
人
が
そ
の
包
紙
を
西
本
願
寺
に
持
参
す
れ
ば
、
特
別
な

扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
語
っ
て
い
た
た
め
こ
の
こ
と
が
露

顕
し
、
西
本
願
寺
か
ら
こ
の
時
期
「
役
寺
」
を
つ
と
め
て
い
た
正
覚

寺
に
問
合
せ
が
あ
っ
た
。「
役
寺
」
は
西
本
願
寺
が
大
和
北
部
の
同

派
寺
院
を
統
轄
す
る
た
め
置
い
た
役
職
で
、
郡
山
藩
領
を
郡
山
今
井

町
の
光
慶
寺
、
奈
良
町
と
郡
山
藩
領
以
外
を
奈
良
三
条
町
の
浄
教
寺

が
管
轄
し
て
い
た
。と
こ
ろ
が
、こ
の
時
期
に
浄
教
寺
が
無
住
と
な
っ

て
い
た
た
め
、
正
覚
寺
が
「
役
寺
」
を
つ
と
め
て
い
た
。

連
絡
を
受
け
た
正
覚
寺
は
、
春
日
社
に
親
鸞
に
関
す
る
伝
承
の
有

無
を
問
い
合
わ
せ
、
春
日
社
の
辰
市
淡
路
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
伝
承

は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
正
覚
寺
か
ら
寺
社
案

内
世
話
方
へ
の
事
情
聴
取
を
行
っ
た
結
果
、
七
月
中
に
世
話
方
か
ら

詫
状
が
提
出
さ
れ
た
が
、
な
お
も
寺
社
案
内
人
た
ち
の
「
不
正
な
」

活
動
は
と
ま
ら
ず
、
十
一
月
、
本
願
寺
の
命
を
受
け
た
正
覚
寺
が
奈

良
奉
行
所
に
対
処
を
依
頼
し
て
い
る
。

十
二
月
に
、
奈
良
奉
行
所
と
本
願
寺
の
間
で
申
入
書
の
文
言
を
め

ぐ
る
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
動
向
は
定
か
で
は
な
い
が
、

翌
年
八
月
に
な
っ
て
寺
社
案
内
人
世
話
方
か
ら
再
度
の
詫
書
の
提
出

が
あ
り
、
事
態
は
一
旦
の
落
着
を
み
た
。

し
か
し
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
は
、
東
大
寺
に
お
い
て
西

本
願
寺
出
役
人
と
称
す
る
者
が
「
如
来
之
夢
想
虎
狼
痢
病
除
」
と
称

す
る
薬
を
売
り
つ
け
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
西
本
願
寺
は
浄

教
寺
・
正
覚
寺
に
対
応
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
寺
社
案
内
人
が
関

与
す
る
事
件
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
う
し
た
動
向
か
ら
、
安
政
二
年
に
生
じ
た
紛
議
の
具
体
的
経
過

が
判
明
し
、
寺
社
案
内
人
の
活
動
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
で
き
る
と

と
も
に
、
紛
議
に
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
教
団
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
関
心
が
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
近
世
後
期

の
真
宗
教
団
と
大
和
観
光
の
関
わ
り
や
、
大
和
に
お
け
る
親
鸞
伝
承

の
一
端
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

江
戸
時
代
後
半
に
寺
社
巡
礼
の
た
め
の
旅
が
隆
盛
す
る
に
つ
れ

て（
（
（

、
真
宗
門
徒
に
よ
る
「
聖
跡
巡
拝
」
の
旅
も
盛
ん
に
な
り
、
享
和

三
年
（
一
八
〇
三
）
に
は
『
二
十
四
輩
巡
拝
図
会（

（
（

』
も
出
版
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、大
和
に
お
い
て
も
種
々
の
「
親
鸞
旧
跡
」

が
喧
伝
さ
れ
て
い
っ
た（

（
（

。

例
え
ば
、
法
隆
寺
に
関
わ
っ
て
は
、
親
鸞
が
修
行
時
に
着
用
し
た
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と
さ
れ
る
袈
裟（

（
（

、
親
鸞
自
作
と
さ
れ
る
聖
徳
太
子
像（

（
（

の
存
在
が
知
ら

れ
て
お
り
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
は
そ
の
厨
子
を
西
本
願

寺
が
寄
進
し
て
い
る（

（
（

。

東
大
寺
で
も
大
和
の
西
本
願
寺
派
寺
院
の
僧
た
ち
が
、
親
鸞
「
旧

跡
」
の
再
興
を
企
て
て
い
た（

（1
（

。
ま
た
、
宇
陀
で
は
、
親
鸞
の
伝
承
上

の
母
で
あ
る
吉
光
女
の
墳
墓
造
立
に
関
わ
る
動
向
が
あ
っ
た（

（1
（

。

明
治
期
に
入
れ
ば
、
東
本
願
寺
が
法
隆
寺
に
出
張
所
を
開
設
し
た

り（
（1
（

、
西
本
願
寺
が
吉
野
山
に
説
教
所
を
開
設
し
た
り
す
る（

（1
（

と
い
う
動

向
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
真
宗
史
研
究
に
お
け
る
地
域
史
研
究
で
は
、
真
宗
の

伝
播
過
程
や
、
本
末
関
係
や
地
域
的
な
講
組
織
、
各
地
の
僧
侶
の
修

学
機
関
と
い
っ
た
教
団
の
組
織
に
関
す
る
も
の
が
大
勢
を
占
め
て
い

た
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
、
各
地
域
に
お
け
る
寺
院
・
門
徒
民
衆
の
多
様
な
動
向
を
丁

寧
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
豊
か
な
歴
史
像
を
描
く
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
の
作
成
に
際
し
て
、
正
覚
寺
住
職
姉
崎
法
優
様
か
ら
所
蔵
文
書
の
利
用

に
つ
い
て
ご
高
配
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

〔
註
〕

（
１
）	

正
覚
寺
に
つ
い
て
は
、岡
村
喜
史
・
奥
本『
正
覚
寺
四
百
年
の
歩
み
』（
正

覚
寺
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
正
覚
寺
文
書
に

つ
い
て
は
、
岡
村
喜
史
と
調
査
を
継
続
中
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

（
２
）	

安
田
真
紀
子
「
近
世
大
和
観
光
に
お
け
る
案
内
人
の
史
的
研
究
」（『
奈

良
史
学
』
第
二
八
号
、
二
〇
二
〇
年
）

（
３
）	

大
久
保
信
治「
江
戸
時
代
奈
良
の
旅
籠
屋
仲
間
の
問
題
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』

第
七
四
号
、
一
九
八
〇
年
）、
山
田
浩
之
「
近
世
大
和
の
参
詣
文
化

―
案
内
記
・
絵
図
・
案
内
人
を
例
と
し
て
―
」（『
神
道
宗
教
』
第

一
四
六
号
、
一
九
九
二
年
）、
古
川
聡
子
「
近
世
奈
良
町
に
お
け
る
都

市
政
策
の
展
開
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
九
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
４
）	

近
世
の
寺
社
参
詣
の
旅
に
関
す
る
研
究
動
向
の
整
理
・
論
点
の
整
理

に
つ
い
て
は
、
幡
鎌
一
弘
「
旅
か
ら
み
る
近
世
宗
教
」（
同
編
『
近
世

民
衆
宗
教
と
旅
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
、
所
収
）、
佐
藤
顕
「
近
世

の
寺
社
参
詣
研
究
の
展
望
」（『
日
本
史
研
究
』
第
七
四
二
号
、
二
〇

二
四
年
）
が
あ
る
。

（
５
）	『
真
宗
史
料
集
成　

第
八
巻　

寺
史
・
遺
跡
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
七

八
年
。

（
６
）	

小
山
正
文
「
南
都
の
親
鸞
伝
説
」（
同
『
親
鸞
と
真
宗
絵
伝
』
法
蔵
館
、

二
〇
〇
〇
年
、
所
収
）。

（
７
）	『
法
隆
寺
の
至
宝
―
昭
和
資
材
帳
―
第
一
三
巻
』
小
学
館
、
一
九

九
〇
年
。

（
８
）『
奈
良
県
文
化
財
全
集
10
法
隆
寺
Ⅷ
』
奈
良
県
教
育
委
員
会
編
刊
、
一
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九
七
一
年
。

（
９
）	『
法
隆
寺
の
至
宝
―
昭
和
資
材
帳
―
第
一
二
巻
』
小
学
館
、
一
九

九
二
年
。

（
10
）	

奈
良
市
正
覚
寺
文
書
・
大
和
郡
山
市
光
慶
寺
文
書
・
御
所
市
円
照
寺

文
書
な
ど
。
関
係
史
料
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
紹
介
し
た
い
。

（
11
）	

拙
稿「
一
九
世
紀
大
和
に
お
け
る
真
宗
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
生
成･

序
説
」

（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
』
第
一
二
号
、

二
〇
〇
六
年
）、
同
「
一
九
世
紀
大
和
に
お
け
る
真
宗
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

の
生
成
―
吉
光
尼
伝
承
の
ゆ
く
え
―
」（
同
誌
第
一
七
号
、
二
〇

一
二
年
）。

（
12
）	

小
山
正
文
「
南
都
之
親
鸞
伝
説
」（
前
掲
註
７
）。

（
13
）	

吉
野
町
本
善
寺
文
書
。
な
お
、
吉
野
山
説
教
所
に
つ
い
て
は
、『
本
善

寺
歴
史
資
料
調
査
報
告
書　

上
巻 

（
古
文
書
篇
）』（
吉
野
町
、
二
〇
二

五
年
）
所
収
の
「
解
題
」
の
拙
稿
「
近
代
文
書
の
概
要
」
で
略
述
し

て
お
い
た
。

〔
史
料
〕

＊�

用
字
等
は
史
料
翻
刻
の
通
例
に
準
じ
た
。
表
題
の
下
の
数
字
は
、
目
録
上

の
文
書
番
号
で
あ
る
。

１
．
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
七
月
七
日
「
正
覚
寺
書
状
案
」（「
寺
社
案
内

人
一
件
書
留
」
２
―
４
―
８
）

去
月
廿
五
日
附
御
貴
報
相
達
拝
見
仕
候
、
先
以
、

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
能
被
為
在
御
座
奉
恐
悦
候
、
然
者
防
州
十
人
組
同
行

南
都
見
物
之
砌
、
忘
説
ヲ
以
薬
ヲ
授
冥
加
ヲ
貪
取
候
始
末
承
り
、
御
門
徒
難

渋
不
致
候
様
取
締
之
義
可
及
内
談
旨

々
被
仰
越
承
知
仕
候
、
右
ニ
付
聞
探

之
義
盗
賊
吟
味
役　
　

及
内
談
候
所
聞
探
之
義
ニ
而
も
、
突
留
候
訳
ケ
ニ
難

至
候
ニ
付
、
目
附
同
心
久
保
州
助
江
内
談
取
調
被
申
聞
候
処
、
寺
社
案
内
世

話
方
与
申
仲
ヶ
間
小
前
取
締
致
居
候
三
人
之
者
江
厳
重
ニ
被
申
達
候
所
、
一

昨
五
日
申
出
候
左
ニ

前
文
口
上
書
重
々
心
得
違
候
処
、
只
管
相
咤
申
候
ニ
付
、
此
上
表
向
被
仰
立

ニ
相
成
候
而
者
、
難
渋
仕
候
も
の
数
多
御
座
候
ニ
付
、
何
卒
御
寺
門
之
義
此

度
之
所
者
穏
便
之
御
沙
汰
と
相
成
り
納
候
、
向
後
之
所
急
度
取
締
可
申
付
候
、

尚
吉
助
幷
ニ
付
添
ニ
而
も
御
役（
マ
マ
）重
罷
出
御
咤
奉
願
候
間
、
何
卒
御
賢
配
頼
上

候
旨
ニ
付
、
何
分
御
本
殿
ゟ
御
沙
汰
之
義
ニ
付
、
伺
之
上
ニ
而
無
之
者
難
及

御
容
乍
併
拙
寺
ニ
於
而
も
慥
ニ
穏
便
之
御
沙
汰
ニ
相
成
候
様
伺
可
申
候
得

共
、
思
召
之
程
難
計
、
段
々
申
入
置
引
取
申
候
、
然
ル
処
今
朝
四
人
共
罷
出

只
管
御
咤
願
申
候
ニ
付
、
昨
日
御
廻
ニ
相
成
候
口
上
書
表
ニ
而
者
社
人
取
締

難
行
届
、
爰
よ
り
同
侶
之
も
の
ニ
有
之
処
、
名
前
等
ニ
も
不
顕
改
心
之
形
も

不
相
見
候
ニ
付
、
其
方
共
ゟ
如
何
様
之
咤
言
差
上
候
而
も
御
容
赦
ニ
相
成
間

敷
旨
申
渡
置
候
処
引
取
申
候
、
尚
申
置
奉
願
候
旨
ニ
引
取
候
ハ
ヽ
、
如
何
達
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置
候
社
人
も
可
罷
出
候
被
存
候
哉

一�
客
屋
之
義
御
沙
汰
共
ニ
御
座
候
得
共
、
旅
人
産
物
買
物
代
之
内
、
案
内
之

者
へ
口
銭
差
遣
候
得
共
、
客
屋
ヘ
ハ
分
与
へ
不
申
、
客
屋
共
之
旅
宿
丈
之

事
ニ
御
座
候
ニ
付
、
産
物
幷
ニ
案
内
之
も
の
等
者
仲
悪
敷
御
座
候
所
、
当

月
朔
日
頃
ゟ
右
案
内
仲
ヶ
間
七
十
人
余
取
調
へ
候
所
、
吉
助
ニ
相
知
れ
直

様
押
込
置
候
事
ニ
而
、
右
仲
ヶ
間
之
も
の
上
へ
下
へ
ト
混
雑
い
た
し
候
ニ

付
、
客
屋
の
も
の
共
ハ
不
及
申
市
中
大
評
ニ
而
、
氷
室
ハ
取
払
、
案
内
之

も
の
者
追
払
ニ
相
成
可
申
抔
之
風
評
高
く
御
座
候

一�

前
文
口
上
書
之
内
、
御
遠
忌
之
事
者
一
円
不
申
述
、
尚
灯
明
料
百
文
ツ
、

之
外
、
御
供
料
と
歟
何
与
歟
色
々
候
冥
加
相
取
可
申
哉
ニ
存
、
内
々
聞
探

候
得
共
相
分
不
申
、
御
殿
御
聞
込
之
処
前
述
与
間
違
之
事
共
具
ニ
御
沙
汰

奉
願
上
候

一�

防
州
之
旅
人
二
里
南
櫟
之
本
ニ
而
止
宿
、
廿
七
日
朝
五
ツ
時
入
込
、
即
日

伊
賀
路
へ
向
打
越
候
由
ニ
御
座
候

一�

公
用
人
辺
江
内
談
可
仕
候
旨
御
沙
汰
ニ
御
座
候
所
、
前
文
実
否
申
聞
探
候

上
、
被
及
内
談
仕
候
手
続
ニ
被
成
候
次
第
御
断
奉
申
上
候

一�

前
来
之
趣
ニ
付
、
此
上
如
何
可
仕
哉
御
伺
奉
申
上
候
間
急
々
御
沙
汰
被
成

下
度
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　

七
月
七
日　
　
　
　
　
　

	

正
―
―

　
　
　
　
　

下
間
少
進
法
印
様

尚
々
、
口
上
書
本
紙
拙
寺
手
許
ニ
預
置
候
間
、
御
入
用
次
第
奉
差
上
候
、
以

上２
．
安
政
二
年（
一
八
五
五
）七
月
二
十
一
日「
下
間
仲
潔
書
状
」（
２
ー
４
ー
１
）

　

去
ル
七
日
附
御
報
札
令
披
見
候
、
先
以

　

�

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
候
間
可
為
御
大
慶
候
、
然
者
御
氷

と
申
薬
之
儀
ニ
付
、
去
月
委
曲
申
達
候
処
、
早
速
盗
賊
吟
味
役
玉
井
錦
七

郎
江
被
及
内
談
候
処
、
聞
探
ニ
而
者
突
留
之
訳
ニ
難
至
候
ニ
付
、
目
附
同

心
久
保
州
助
江
内
談
為
取
調
有
之
候
処
、
寺
社
案
内
世
話
方
と
申
者
よ
り

段
々
歎
出
口
上
書
差
出
候
ニ
付
、
則
写
与
差
登
及
一
覧
候
処
、
至
極
不
審

之
筋
相
分
り
候
、
猶
又
客
屋
聞
探
之
趣
御
申
登
委
細
令
承
知
候

一�

燈
明
料
与
申
百
銅
ツ
ヽ
外
ニ
供
料
与
歟
申
色
々
冥
加
相
貪
候
ニ
付
、
是
又

内
々
被
下
聞
探
候
得
共
、
相
分
り
兼
候
旨
、
就
夫

　

�

御
本
山
御
聞
込
之
次
第
等
相
違
無
之
哉
之
旨
、
右
者
灯
明
料
又
者
初
穂
料

抔
与
称
不
寄
多
少
寄
附
物
為
致
候
由
ニ
相
聞
候
間
、
此
段
御
承
知
可
有
之

候
一�

防
州
之
旅
人
二
里
南
櫟
之
本
ニ
而
止
宿
廿
七
日
朝
五
ツ
時
南
都
へ
入
込
、

即
日
伊
賀
路
へ
罷
越
し
候
次
第
、
御
申
登
之
趣
具
ニ
令
承
知
候

一�

奉
行
所
江
従
来
手
続
之
公
用
人
辺
江
内
談
有
之
様
申
達
候
得
共
、
実
否
聞

探
之
上
可
及
内
談
哉
之
旨
承
り
置
候
約
（
マ
マ
）処
、
先
書
申
下
候
通
御
門
徒
難
渋

不
致
候
様
致
度
趣
意
ニ
候
間
、
先
此
辺
ニ
而
此
上
表
向
申
立
候
ニ
ハ
不
及

候
、
尤

　
�

御
殿
よ
り
申
立
ニ
付
、
厳
重
之
沙
汰
有
之
候
次
第
ニ
ハ
、
已
後
御
下
向
之

節
等
之
御
都
合
も
如
何
ニ
付
、
先
書
ニ
も
内
々
申
下
候
通
、
是
迄
触
示
之

次
第
も
可
有
之
ニ
付
、
只
無
何
奉
行
所
よ
り
向
後
右
様
之
儀
被
差
止
候
取

計
ニ
相
成
様
、
玉
井
錦
七
郎
・
同
心
久
保
州
助
江
内
々
程
克
申
込
心
配
可

有
之
候
、
猶
此
上
共
右
躰
之
義
無
之
哉
兼
而
ゟ
心
懸
候
様
と
存
候
、
右
御

再
報
旁
可
申
達
如
斯
御
座
候
、
恐
々
謹
言
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下
間
少
進
法
印

　
　
　

七
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　

	

仲
潔
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
覚
寺
殿

　

猶
々
本
文
之
儀
ニ
付
、
尚
又
去
ル
十
六
日
附
御
札
之
趣
も
令
承
知
候
、
盆

前
彼
是
繁
多
御
報
及
延
引
候
、　

以
上

３
．
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
七
月
二
十
三
日
「
正
覚
寺
書
状
案
」（「
寺
社

案
内
人
一
件
書
留
」
２
―
４
―
８
）

　

口
上
書
本
紙
拙
寺
手
許
ニ
預
被
申
旨
御
入
用
次
第
奉
言
上
候
、
以
上

以
剪
紙
致
啓
上
候
、
秋
暑
之
砌
、
弥
御
堅
勝
ニ
被
成
御
入
珍
重
奉
存
候
、
然

者
当
五
月
廿
七
日
防
州
十
人
連
之
御
門
徒
十
人
連
ニ
而
当
所
参
詣
之
砌
、
宗

祖
聖
人
春
日
松
之
屋
ニ
お
ゐ
て
御
参
籠
御
祈
念
之
御
薬
、
当
時
氷
室
社
ニ
於

て
、
御
御
修
法
伝
来
御
祈
禱
之
御
供
等
与
称
シ
、
万
病
ニ
用
候
ハ
ヽ
奇
瑞
有

之
趣
ヲ
以
愚
昧
之
門
徒
を
申
惑
し
冥
加
取
貪
候
趣
相
聞
候
得
共
、
御
迷
惑
ニ

思
召
候
、
乍
併
前
々
松
之
屋
ニ
於
而
者
右
様
之
来
由
御
座
候
事
哉
実
否
致
承

知
度
候
ニ
付
、
此
段
拙
寺
心
得
迄
ニ
致
尋
申
上
度
、
如
斯
御
座
候

　
　
　
　

七
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

正
覚
寺

　
　
　
　
　
　

辰
市
淡
路
守
様

４
．
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
七
月
二
十
三
日
「
辰
市
淡
路
守
書
状
」（
２
―

４
―
16
）

（
端
裏
書
）

「
正
覚
寺
様　
　
　

	

辰
市
淡
路
守

　
　
　

  

貴
報　
　
　
　
　
　
　

�

」

貴
墨
致
拝
見
候
、
仰
之
通
秋
暑
之
砌
弥
御
安
康
御
寺
務
被
成
珍
重
之
御
儀
奉

存
候
、
然
者
当
五
月
廿
七
日
防
州
御
門
徒
十
人
連
ニ
而
当
地
へ
参
詣
之
砌
、　

御
聖
人
春
日
松
之
屋
ニ
お
ゐ
て
御
参
籠
御
祈
念
之
御
薬
、
当
時
氷
室
社
ニ
於

而
御
修
法
伝
来
御
祈
禱
之
御
供
与
称
シ
、
万
病
ニ
用
候
ハ
ヽ
奇
瑞
有
之
之
趣

ヲ
以
、
御
門
徒
ヲ
申
惑
し
冥
加
ヲ
貪
候
趣
達
御
聞
、
何
共
御
迷
惑
ニ
被　

思

召
候
由
、
前
々
当
社
松
之
屋
ニ
お
ゐ
て
右
様
之
由
来
有
之
候
事
哉
、
実
否
御

承
知
被
成
度
旨
御
問
合
之
趣
委
細
承
知
致
候
、
右
様
之
儀
者
更
ニ
無
之
候
事

ニ
而
、
全
冥
加
相
貪
候
迄
之
偽
言
与
相
心
得
候
間
、
左
様
思
召
可
被
下
候
、

右
御
報
迄
如
此
御
座
候
、
以
上

　

七
月
廿
三
日

５
．
安
政
二
年（
一
八
五
五
）七
月
二
十
六
日「
正
覚
寺
書
状
案
」（
２
―
４
―
26
）

七
月
十
六
日
差
登
書

一
筆
啓
上
仕
候
、
先
以

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
奉
恐
悦
候
、
然
者
防
州
十
人
連
同
行

一
条
ニ
付
、
先
月
廿
五
日
附
御
達
之
趣
ニ
付
、
当
月
七
日
意
細
手
続
書
ヲ
以

御
伺
申
上
御
下
奉
願
候
、
右
早
々
御
沙
汰
之被成
下
度

　

義
奉
願
上
候
、
先
者
此
段
申

上
度
如
斯
御
座
候
、
恐
々
謹
言　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
都

　

七
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

	

正
覚
寺

　
　

下
間
少
進
法
印
様

６
．
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
七
月
「
寺
社
案
内
世
話
方
口
上
書
」（
２
―
４
―
13
）

　
　
　

乍
恐
口
上
覚
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寺
社
案
内

　
　
　
　
　
　
　
　

	

世
話
方
共

一�

寺
社
案
内
小
前
之
内
、
防
州
之
旅
人
江
親
鸞
聖
人
南
都
御
執
行
之
節
御
用

ひ
之
御
薬
伝
来
有
之
、
右
を
本
願
寺
江
持
参
致
シ
包
紙
差
出
候
而
も
、
御

座
敷
者
勿
論
御
庭
先
迄
拝
見
相
成
候
由
緒
有
之
、
結
講
成
御
薬
与
申
勧
メ

冥
加
銭
為
差
出
候
趣
達

　

�

御
聴
実
否
取
調
申
上
候
様
被　

仰
聞
奉
畏
候
、
依
之
小
前
末
々
迄
取
調
候

処
、
当
五
月
廿
七
日
、
周
防
国
さ（
佐
波
）ば
郡
十
人
組
之
旅
人
当
所
江
入
込
猿
沢

池
辺
ゟ
中
辻
町
吉
助
与
申
す
も
の
案
内
致
候
処
、
右
旅
人
一
向
御
宗
旨
之

趣
相
咄
候
付
、
春
日
明
神
者
天
児
屋
根
命
ニ
而
、
御
宗
旨
高
祖
親
鸞
聖
人

御
先
祖
ニ
被
為
在
、
則
御
聖
人
南
都
御
執
行
之
節
者
、
春
日
松
の
屋
ニ
お

ゐ
て
御
参
籠
御
祈
念
有
之
候
処
、
当
時
松
之
屋
者
破
壊
い
た
し
、
氷
室
社

お
ゐ
て
御
聖
人
之
御
修
法
伝
来
有
之
、
御
宗
旨
之
も
の
江
者
御
供
御
氷
餅

被
授
候
旨
申
聞
、
氷
室
社
江
同
道
致
し
候
得
者
、
氷
室
社
人
御
供
氷
餅
者

親
鸞
聖
人
伝
来
之
修
法
御
祈
禱
之
御
供
ニ
而
、
万
病
ニ
用
ひ
候
ハ
ヽ
奇
瑞

有
之
、
包
紙
之
御
印
者
御
聖
人
菊
之
御
紋
ニ
而
、
薬
者
用
ひ
候
共
包
紙
者

大
切
ニ
致
し
、
若
御
本
山
表
ニ
お
ゐ
て
御
内
陣
拝
見
之
節
差
出
候
ハ
ヽ
、

早
速
御
免
相
成
候
御
由
緒
有
之
段
申
聞
、
氷
餅
壱
服
ツ
ヽ
十
人
江
被
授
、

灯
明
料
と
し
て
銭
百
文
ツ
ヽ
奉
納
為
致
候
儀
ニ
而
、
旅
人
噺
之
手
続
ニ
而

虚
実
取
交
申
聞
候
而
已
ニ
御
座
候
処
、
白
地
ニ
御
本
山
表
江
御
聞
込
相
成

候
而
者
、
一
言
之
無
申
披
奉
恐
入
候
、
以
来
氷
室
社
者
不
及
申
、
私
お
ゐ

て
も
右
体
之
偽
り
者
決
而
旅
人
江
申
聞
間
敷
候
間
、
御
容
免
奉
願
上
呉
候

様
只
管
相
詫
罷
在
、
其
段
氷
室
社
江
も
世
話
方
共
ゟ
及
懸
ヶ
合
、
右
社
人

者
勿
論
案
内
小
前
末
々
迄
右
体
心
得
違
之
儀
申
聞
間
敷
段
、
急
度
取
締
置

候
儀
ニ
御
座
候
間
、
足
止
之
儀
者
御
慈
悲
ヲ
以
御
聞
済
し
、
御
憐
愍
御
容

赦
合
成
候
様
、
宜
御
賢
配
御
沙
汰
状
ニ
而
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

寺
社
案
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
話
方

　
　

卯
七
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

文
吉
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

喜
六
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

庄
吉
（
印
）

７
．
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
八
月
晦
日
「
正
覚
寺
書
状
案
」（
２
―
４
―
５
）

一
筆
啓
上
仕
候
、
先
以

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
能
被
為
在
御
座
奉
恐
悦
候
、
然
者
旅
人
一
件
ニ
付
去

月
御
報
札
被
下
候
趣
ニ
付
御
触
面
之
義
申
談
候
処
、
何
与
歟
一
応
無
御
座
候

は
而
者
、
御
触
面
与
申
場
ニ
至
り
兼
候
趣
心
配
之
事
ニ
御
座
候
所
、
又
候
御

門
徒
江
州
伊
香
郡
東
あ（
東
阿
閉
）

ど
し
村
孫
蔵
七
人
連
参修

南詣
院
へ
引
込
前
同
様
次
第
ノ

承
り
及
候
ニ
付
、
尚
亦
申
談
候
所
何
分
其
日
限
り
之
働
き
致
候
者
共
、
世
話

方
与
申
候
而
も
日
々
穴
之
狐
ニ
而
、
迚
も
相
止
之
御申

場
ニ
至
間
敷
候
間
、
此

上
之
所
口
上
書
御
差
出
し
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、
其
場
所
〳
〵
江
及
沙
汰
急
度
向

後
ニ
取
締
仕
度
候
趣
被
申
聞
候
ニ
付　

右如
何
可
仕
哉

口
上
書
之
此
段
奉
伺
候

一�

御
下
向
之
節
等
之
御
御
都
合
仕
候
様
も
如
何
与
の
御
沙
汰
被
仰
付
候
得

共
、
身
分
ニ
而
者
無
御
座
候
、
決
而
左
様
之
身
分
ニ
而
者
無
御
座
候
様
奉

存
候

　

右
口
上
書
之
所
御
伺
奉
申
上
候
間
、
早
速
御
下
知
之
義
奉
願
上
候

　

先
―
―
―

八
月
晦
日
九
月
朔
日
差
登
候
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８
．
安
政
二
年（
一
八
五
五
）十
月
二
十
九
日「
下
間
仲
潔
書
状
」（
２
―
４
―
３
）

八
月
晦
日
・
九
月
三
日
・
十
月
十
三
日
附
三
度
之
御
札
令
披
見
候
、
先
以

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
候
間
可
為
大
慶
候
、
然
者
其
地
旅
人

一
件
先
便
委
曲
申
下
候
ニ
付
、
御
心
配
有
之
候
内
、
又
候
江
州
同
行
為
致
迷

惑
之
趣
、
就
右
御
館
入
与
力
同
心
方
江
種
々
被
及
内
談
候
旨
、
縷
々
御
申
登

之
趣
具
ニ
令
承
知
候
、
右
者
拘
り
先
方
よ
り
申
聞
候
通
御
館
入
之
廉
を
以
可

被
及
内
談
、
右
別
紙
ニ
而
申
下
候
趣
意
を
以
被
及
内
談
、
程
克
奉
行
江
申
入

ニ
相
成
、
唯
無
何
与
奉
行
所
よ
り
向
後
右
様
之
儀
被
差
止
候
取
計
ニ
相
成
候

ハ
ヽ
、
至
極
重
畳
之
事
ニ
候
間
、
何
分
御
館
入
之
廉
を
以
、
程
克
穏
之
取
計

ニ
相
成
候
様
心
配
御
取
計
可
有
之
候
、
尤
為
念
別
紙
趣
意
書
差
下
し
候
間
、

其
地
之
振
を
以
文
言
取
繕
相
認
差
出
可
有
之
候

一
大
乗
院
様
維
摩
会
ニ
付
、
御
使
僧
被

　

�

仰
付
候
処
、
去
十
日
被
相
勤
候
次
第
御
申
登
之
趣
令
承
知
候
、
就
右
人
足

七
人
料
壱
貫
文
差
下
候
条
御
落
手
可
有
之
候
、
右
御
報
旁
可
申
達
如
此
御

座
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
間
少
進
法
印

　
　

十
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　

	

仲
潔
（
花
押
）

　
　
　
　
　
南
都

　
　
　
　
　
　

正
覚
寺
殿

　
　
　

別
紙
趣
意
書

当
本
山
諸
国
門
徒
共
見
物
等
ニ
罷
越
候
節
、
当
地
旅
篭
屋
之
者
案
内
致
し

所
々
為
致
巡
覧
候
ニ
付
、
春
日
近
辺
ニ
而
場
所
相
構
菊
御
紋
附
之
幕
張
有
之

候
処
江
誘
引
有
之
、
開
祖
御
遠
忌
相
勤
候
由
ニ
而
御
氷
与
歟
名
附
候
薬
相
授
、

其
上
冥
加
と
称
し
金
子
為
差
出
、
右
薬
本
山
表
江
致
持
参
候
得
者
、
右
為
証

拠
種
々
取
扱
方
も
有
之
旨
申
聞
候
由
ニ
而
、
右
薬
持
参
有
之
追
々
本
山
へ
申

出
候
向
も
有
之
、
何
分
愚
昧
不
案
内
之
田
舎
者
を
為
致
迷
惑
候
趣
相
聞
、
御

門
宝
之
御
差
支
ニ
候
間
、
向
後
右
様
之
儀
無
之
様
御
吟
味
頼
御
取
締
度
旨
京

都
よ
り
被
仰
付
越
候
ニ
付
、
此
段
御
内
々
及
御
頼
談
候
事

９
．
安
政
二
年（
一
八
五
五
）十
一
月
十
一
日「
正
覚
寺
口
上
書
案
」（
２
―
４
―
12
）

　
　
　

口
上
覚

一�

当
本
山
諸
国
門
徒
共
寺
社
参
詣
ニ
罷
越
候
節
、
当
地
案
内
之
も
の
共
所
々

為
致
巡
覧
候
砌
、
春氷

室
社
内
ニ
而

日
社
近
辺
場
所
相
構
菊
御
紋
附
之
幕
張
有
之
所
江
誘

引
い
た
し
、
開
祖
御
遠
忌相
勤
候
由
ニ
而
　
或
ハ

の
御
供
・
御
祈
禱
之
御
氷
与
名
附
候
薬
相
授
、

其
上
冥
加
与
称
シ
金
子
為
差
出
、
右
薬
本
山
表
へ
致
持
参
候
へ
者
、
右
為

証
拠
種
々
取
扱
方
も
有
之
旨
申
聞
候
由
ニ
而
、
右
薬
持
参
有
之
、
其
外
興

福
寺
寺
院
之
内
ニ
も
右
様
門
徒
共
ヲ
相
欺
右
様
候
趣
、
本
山
江
申
出
候
向

も
有
之
、
何
分
愚
昧
不
案
内
之
門
徒
共
ヲ
為
及
迷
惑
候
而
已
不
成
、
宗
意

ニ
相
背
ヶ
候
儀
共
申
聞
候
段
、
御
門
宝
之
御
差
支
ニ
候
間
、
寺
社
案
内
之

も
の
共
幷
薬
差
出
候
向
之
御
取
調
之
上
、
向
後
右
様
不
正
之
取
計
不
致
様
、

厚　

御
取
締
之
儀
御
頼
可
申
旨
本
山
ゟ
被
仰
越
候
、
此
段
奉
願
候
、
以
上

 　
　
　
　
　
　
本
願
寺
御
門
跡
役
寺

　

卯
十
一
月
十
一
日　
　
　
　

	

正
覚
寺

10
．
安
政
二
年（
一
八
五
五
）十
二
月「
寺
社
案
内
人
一
件
書
留
案
」（
２
―
４
―
７
）

　
　
　
　

口
上
覚

一�

当
本
山
諸
国
門
徒
共
寺
社
参
詣
ニ
罷
越
候
節
、
当
地
案
内
之
も
の
共
所
々

為
巡
覧
候
砌
、
春
日
近
辺
ニ
而
場
所
相
構
、
菊
御
紋
附
之
幕
張
有
之
所
江
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誘
引
い
た
し
、
開
祖
御
遠
忌
相
勤
候
由
ニ
而
、
御
氷
与
名
附
候
薬
相
授
、

其
上
冥
加
与
称
シ
金
子
為
差
出
、
右
薬
本
山
表
江
致
持
参
候
へ
共（
マ
マ
）ハ
右
為

証
拠
種
々
取
扱
方
も
有
之
旨
申
聞
候
由
ニ
而
、
右
薬
本
山
表
江
持
参
在
之
、

右
体
愚
昧
不
案
内
之
門
徒
共
ヲ
為
及
迷
惑
候
段
御
門
宝
之
御
差
支
ニ
付
取

調
之
義
、
本
山
表
ゟ
被
仰
付
越
候
ニ
付
、
案
内
世
話
方
取
調
候
処
、
別
紙

之
通
り
口
上
書
ヲ
以
相
詫
氷
室
社
人
江
も
案
内
世
話
方
之
も
の
共
ゟ
及
掛

ケ
合
、
右
社
人
者
勿
論
、
案
内
案（

桁
カ
）内
小
前
末
々
迄
急
度
取
締
、
向
後
右
体

心
得
違
之
義
申
間
敷
旨
申
シ
候
ニ
付
、
其
段
本
山
表
江
伺
中
、
尚
亦
同
様

門
徒
共
ヲ
相
欺
薬
相
授
、
冥
加
与
称
シ
金
銭
貪
取
候
趣
本
山
江
申
出
候
、

右
様
案
内
世
話
方
よ
り
詫
書
差
出
置
、
矢
張
不
相
止
メ
門
徒
共
ヲ
相
欺
候

ニ
付
、
以
来
右
様
不
正
之
取
計
不
致
様
御
吟
味
御
取
締
之
義
御
内
談
御
頼

可
申
旨
、
京
都
ゟ
被　

仰
越
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
御
門
跡
役
寺

　
　
　

十
一
月
朔十
一
日日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

正
覚
寺

　

�

右
久
保
州
助
江
御
見
い
た
し
候
処
十
一
日
差
出
候
様
被
申
聞
候
ニ
付
尚
返

事
被
御
頼
入
ニ
付
□（

不
明
）

□
□

　

�

右
久
保
州
助
江
面
会
差
出
候
処
、
追
而
今
日
者
御
控
御
座
候
様
之
旨
ニ
付
、

帰
寺
致
居
候
処
、
同
廿
九
日
呼
立
ニ
相
成
罷
出
候
処
、
御
館
入
之
内
公
事

方
羽
田
権
之
進
・
同
心
久
保
州
助
掛
り
役
取
調
被
仰
付
旨
ヲ
以
、
右
口
上

書
之
御
内
談
被
在
候
処
、
刪
候
様
被
申
聞
候
ニ
付
、
京
都
ゟ
被
仰
越
通
り

之
旨
申
入
候
得
共
、
兼
而
御
申
入
之
趣
者
承
知
仕
候
へ
共
、
右
書
面
ニ
御

内
談
与
有
之
候
而
者
、
取
計
種
々
難
義
ニ
有
之
候
ニ
付
、
是
非
ニ
抜
可
申

旨
ニ
付
、
無
拠
認
替
差
出
候
処
、
承
り
置
ニ
相
成
候
事

一�

極
月
五
日
頃
ゟ
世
話
方
三
人
呼御
調出
し
ニ
相
成
候
処
、
先
年
豊
後
旅
人
・
備

前
之
旅
人
江
勧
物
相
欺
之
亀
蔵
是
迄
不
都
合
之
廉
々
越
初
中
辻
町
吉
助
・

市
町
乙
松
・
藤
町
卯
之
助
・
中
ノ
新
屋
町
太
助
、
関
東
之
旅
人
、
乙
松
越

後
之
旅
人
、
卯
之
助
江
州
旅
人
、
太
助
・
樽
井
町
虎
吉
等
兼
而
不
法
相
働

候
者
兼
々
是
迄
世
話
方
ゟ
申
付
候
条取
落
等
も
も
兼
而
不
相
用
強者
共
八
人

情
致
し
候
都
合
十

四
人
之
者
共
御
取
締
被
下
度
候
段
、
有
体
申
立
候
ニ
付
追
々
御
取
調
ニ
相

成
、
其
外
旅
人
通
行
筋
少
々
■
難
渋
為
致
候
、
旅
篭
屋
等
■
越
初
メ
種
々

小
屋
家
御
調
ニ
相
成
候
御
役
所
者
案
内
人
方
、
其
余
氷
室
社
人
等
懸
り
呼

出
ニ
相
成
候
而
、
取
調
ニ
相
成
候
事

一�

右
御
調
ニ
付
追而者
大
和
内
・
地
案
内
等
其
外
ニ
色
々
故
障
等
之
義
も
在
之
、夫
々
御
調
ニ
相
成
在
有

々
家
別
ニ
旅
人
も
入
込
候
得
共
、
其
向
不
都
合
之
筋
も
無

之
、
別
而
当
春
者
旅
人
も
家
別
ニ
入
込
候
ニ
付
而
者
不
都正

合
之
働
致も
無
之哉
聞

合
等
義
も
在
之
、
取
締
向
後
右
体
心
得
違
之
義
申
間
敷
旨
申
之
候
ニ
付
、

其
段
本
山
表
江
伺
中
、
尚
亦
同
様
門
徒
共
ヲ
相
欺
、
薬
相
授
冥
加
ト
称
シ

金
銭
貪
取
候
趣
、
本
山
江
申
出
候
、
右
様
案
内
世
話
方
ゟ
詫
書
差
出
置
、

矢
張
不
相
止
メ
門
徒
共
ヲ
相
欺
候
ニ
付
、
向
後
右
様
不
正
之
取
計
不
致
様
、

御
吟
味
御
取
締
之
義
御
内
談
御
頼
可
申
旨
、
本
山
ゟ
被　

仰
■
越
候
、
以

上

                   　
　
　

 

本
願
寺
御
門
跡
役
寺

　
　

十
一
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

	

正
覚
寺

　

�
右
久
保
州
助
江
面
会
之
上
差
出
候
処
、
追
而
今
日
者
御
控
江
之
旨
被
申
聞

候
ニ
付
帰
寺
い
た
し
居
候
処
、
同
廿
日
呼
立
ニ
相
成
罷御館
入
之
内

出
候
処
、
御
館
入

之
内
公旅人
懸
り
事
方
与
力
羽
田
権
之
進
・
同
心
久
保
州
助
掛
り
役
被
仰
付
趣
ヲ
以
、

右
御
口
上
書
ニ
御
内
談
ト
在
之
候
而
者
御
取
計
も
難
相
及
義
在
之
候
ニ
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付
。
右
書
抜
差
出
候
様
被
申
聞
候
ニ
付
、
無
拠
御
内
談
之
三
字
書
抜
差
出

候
処
承
り
置
ニ
相
成
候
事

11
．
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
二
月
一
日
「
正
覚
寺
口
上
書
案
」（
２
―
４
―
17
）

（
端
裏
書
）

 「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
御
門
跡
御
使
僧

　

卯
十
二
月
一
日　

下
案　
　
　
　
　
　
　

正
覚
寺　
　

」

　
　
　
　

口
上
覚

一�

当
本
山
諸
国
門
徒
共
寺
社
参
詣
ニ
罷
越
候
節
、
当
地
案
内
之
も
の
共
所
々

為
致
巡
覧
候
砌
、
氷
室
社
内
ニ
而
菊
御
紋
付
之
幕
張
有
之
所
江
誘
引
い
た

し
、
開
祖
御
遠
忌
之
法
事
相
勤
候
由
ニ
而
、
御
氷
与
名
附
候
薬
相
授
、
其

上
冥
加
ト
称
シ
金
子
為
差
出
、
右
薬
本
山
表
へ
致
持
参
候
へ
者
、
右
為
証

拠
御
門
主
御
目
通
り
ハ
勿
論
、
御
内
陣
・
御
座
敷
等
披拝

見
御
免
ニ
相
成
候

旨
申
聞
候
由
ニ
而
、
右
薬
本
山
表
へ
持
参
有
之
、
右
体
愚
昧
不
案
内
之
門

徒
共
ヲ
相
欺
候
段
、　

御
門
宝
之
御
差
支
ニ
付
、
役
寺
正
覚
寺
ヲ
以
案
内

世
話
方
取
調
候
処
、
当
五
月
廿
七
日
防
州
之
旅
人
中
辻
町
吉
助
案
内
い
た

し
氷
室
社
内
ニ
而
右
薬
相
授
冥
加
為
差
出
候
趣
、
有
体
申
立
心
得
違
之
段

相
詫
、
氷
室
社
人
江
も
案
内
世
話
方（

マ
マ
）

方
之
も
の
ゟ
及
掛
合
、
右
社
人
者
勿

論
、
案
内
小
前
末
々
迄
急
度
取
締
、
向
後
右
体
心
得
違
之
義
申
間
敷
旨
申

之
相
詫
候
付
、
其
儘
被
差
置
候
処
、
其
後
尚
亦
同
様
門
徒
共
ヲ
相
欺
、
薬

相
授
冥
加
ト
称
し
金
銭
貪
取
候
趣
相
聞
候
、
右
様
案
内
世
話
方
之
も
の
共

ゟ
詫
書
差
出
置
、
矢
張
不
相
止
メ
門
徒
共
ヲ
相
欺
候
段
、
重
々
不
埒
ニ
付

案
内
世
話
方
元
林
院
町
文
吉
・
西
包
永
町
喜
六
・
樽
井
町
庄
吉
幷
氷
室
社

人
等
御
取
調
之
上
、
向
後
右
様
不
正
之
取
計
不
致
様
厚
御
取
締
之
儀
御
頼

被
仰
入
候
、
以
上

　
　

十
二
月

12
．
安
政
三
年（
一
八
五
六
）八
月
七
日「
寺
社
案
内
世
話
方
詫
状
」（
２
―
４
―
６
）

　
「
（
貼
紙
）一�

去
卯
六十
二

月
書
付
を
以
奉
申
上
置
候
氷
室
社
氷
餅
旅
人
江
為
受
候
義
ニ

付
、中
辻
町
吉
助
義
、本
願
寺
御
由
緒
等
申
立
彼
是
不
正
取
計
候
始
末
、

吉
助
奉
蒙　

御
伺
候
得
共
、
私
申
立
符
合
不
仕
候
付
、
尚
亦
今
般
再

応
蒙　

御
尋
、
本
願
寺
末
流
御
当
地
南
中
町
正
覚
寺
江
差
入
置
候
書

付
之
通
吉
助
義
不
正
取
計
候
義
相
違
無
之
哉
、
有
体
可
申
上
旨
被
仰

渡
恐
入
左
ニ
有
体
奉
申
上
候�

」

　
　
　
　

 

乍
恐
御
詫
奉
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

寺
社
案
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

世
話
方
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

元
林
院
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 	

文
吉

一�

寺
社
案
内
小
前
之
内
、
氷
室
社
ニ
お
ゐ
て
御
供
氷
餅
為
受
候
儀
ニ
付
、
偽

言
を
以
申
勤
メ
案
内
不
正
之
働
致
候
も
の
、
達　

御
聴
候
一
条
ニ
付
、
小

前
之
内
中
辻
町
吉
助
被
召
出
、
私
ニ
御
突
合
奉
蒙　

御
調
候
処
、
互
ニ
心

取
相
違
符
合
不
仕
候
付
、
有
体
書
付
ヲ
以
可
申
上
候
旨
被　

仰
渡
恐
入
、

左
ニ
乍
恐
奉
申
上
候

一�
当
辰
七六
月
迄
私
幷
喜
六
・
庄
吉
三
人
為
申
合
、
寺
社
案
内
小
前
世
話
罷
在

候
、
然
ル
処
右
三
人
勤
中
去
卯
夏
中
ニ
、
小
前
共
之
内
旅
人
江
対
シ
浄
土

真
宗
之
も
の
と
見
受
候
得
者
、
祖
師
之
御
称
号
を
申
、
南
都
も
執
行
中
之

伝
来
修
法
御
祈
禱
之
氷
室
社
御
供
物
万
病
ニ
奇
瑞
有
之
、
包
紙
菊
之
御
紋

自
然
本
山
江
参
詣
右
包
紙
差
出
候
ハ
ヽ
、
内
陣
入
御
免
ニ
相
成
候
抔
と
申
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勤
メ
候
も
の
有
之
由
、
風
聞
之
折
柄
本
願
寺
宗
派
南
中
町
正
覚
寺
ハ
本
山

表
ゟ
御
問
合
御
座
候
由
ニ
而
、
正
覚
寺
江
世
話
方
三
人
被
呼
寄
被
尋
候
得

共
、
世
話
方
ニ
お
ゐ
て
も
風
説
ニ
符
合
仕
、
何
分
表
向
及
露
顕
候
而
ハ
御

先
柄
恐
入
、
且
者
世
話
方
取
締
不
行
届
者
勿
論
、
小
前
人
共
自
然
心
得
違

を
以
働
候
者
共
難
渋
歎
敷
奉
存
、
先
方
江
対
シ
異
義
之
答
い
た
し
候
而
者
、

却
而
六
ヶ
鋪
被
存
穏
便
御
聞
流
御
容
赦
頼
入
事
済
仕
候
得
者
、
小
前
一
同

心
得
違
不
致
様
跡
而
者
急
度
取
締
心
添
可
致
与
存
、
先
方
御
聴
込
候
趣
意

不
相
背
候
ハ
ヽ
穏
便
其
節
切
与
心
得
、
小
前
人
之
内
吉
助
義
者
弁
舌
利
口

之
も
の
、
殊
ニ
去
卯
五
月
廿
七
日
防
州
十
人
組
ニ
被
雇
案
内
致
候
由
ニ
付
、

定
而
吉
助
不
正
之
勤
メ
方
仕
候
義
与
推
察
を
以
吉
助
与
名
指
仕
只
管
詫
居

候
旨
、
当
座
存
付
方
便
ヲ
以
御
聞
流
可
有
与
お
も
ひ
、「（
貼
紙
）
前
段
風
説
之
通
、

氷
餅
ニ
付
本
願
寺
因
縁
等
申
立
居
候
手
続
程
能
書
綴
候
詫
書
其
節
之
世
話

方
而
已
三
人
連
印
を
以
正
覚
寺
」
正
覚
寺
手
元
与
差
出
候
義
、
事
実
柄
者

篤
与
不
遂
調
、
風
説
を
実
事
之
様
ニ
書
取
差
出
候
義
者
、
私
幷
当
時
働
相

止
メ
居
候
喜
六
・
庄
吉
申
談
書
顕
候
段
、
麁
忽
繕
ひ
之
次
第
ニ
成
行
、
名

指
仕
候
吉
助
尚
又
其
後
御
調
之
砌
、
風
聞
而
已
聢
与
取
留
不
申
、
小
前
之

内
ニ
而
七
八
人
名
指
申
上
候
義
ニ
付
而
も
、
当
時
寺
社
案
内
働
相
止
メ
居

候
先
世
話
方
喜
六
・
庄
吉
与
者
、
吉
助
幷
外
七
八
人
之
も
の
共
ト
不
和
合

之
所
江
、
年
寄
之
私
不
心
付
私
ゟ
年
若
之
両
人
与
昵
居
手
違
出
来
奉
恐
入

候
、
何
分
此
度
之
一
条
者
、
事
実
急
度
調
ら
べ
揚
ケ
候
事
ニ
者
無
之
、
実
々

調
ニ
候
得
者
旅
人
江
直
之
面
会
承
り
、
其
上
旅
人
不
厭
候
ハ
ヽ
暫
時
出
立

見
合
貰
ひ
、
目
先
ニ
而
不
正
之
働
致
候
ト
申
小
前
人
ト
突
合
セ
歟
、
出
立

急
キ
候
ハ
ヽ
不
正
之
廉
書
貰
受
置
、
其
上
不
正
心
付
銭
取
遣
致
候
、
先
々

江
遂
引
合
旅
人
迷
惑
難
渋
不
行
届
ノ
取
計
候
儀
ハ
、
世
話
方
之
当
然
之
勤

ニ
候
処
、
無
其
義
前
段
之
一
件
者
当
座
穏
便
而
已
ニ
昵
ミ
方
便
之
取
計
仕

候
段
、
全
文
吉
不
調
法
、
吉
助
義
も
平
常
弁
舌
ヲ
以
言
廻
シ
旅
人
案
内
い

た
し
候
度
不
正
も
働
候
様
ニ
被
見
込
候
儀
者
、
吉
助
不
運
ト
ハ
乍
申
出
来

過
キ
候
故
之
儀
、
以
来
者
急
度
慎
可
申
、
文
吉
儀
も
仮
令
穏
便
ト取

計
仕
候
共

者
乍
申
、

前
件
之
通
不
束
成
取
計
奉
蒙　

御
吟
味
候
而
者
無
申
披
、
重
々
奉
恐
入
候
、

以
来
丁
寧
ニ
物
事
仕入

念事
実
ニ
取
計
可
仕
間
、
此
度
之
義
ハ
何
分
御
調
御
赦

免
御
憐
愍
之
程
文
吉
吉
助
連
印
ヲ
以
乍
恐
伏
而
奉
願
上
候

　
　

右
之
趣
◇
（
マ
マ
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
社
案
内
世
話
方
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
林
院
町

　

安
政
三
辰
年
八
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

	

文
吉　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
前
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
辻
町　

吉
助　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
添

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

同
世
話
方
之
内

御
番
所
様

13
．�

安
政
三
年（
一
八
五
六
）八
月
二
十
六
日「
正
覚
寺
口
上
書
案
」（
２
―
４
―
14
）

　
　
　

口
上
覚

一�
当
本
山
諸
国
門
徒
共
寺
社
参
詣
ニ
罷
越
候
節
、
当
地
案
内
之
も
の
共
義

所
々
為
致
巡
覧
候
砌
リ
、
氷
室
社
ニ
而
御
遠
忌
相
勤
候
由
ニ
而
御
氷
与
名

附
候
薬
相
授
、
其
上
冥
加
ト
称
シ
金
子
為
差
出
候
趣
相
聞
候
付
、
右
様
不

正
之
取
計
不
致
様
御
取
締
之
儀
、
去
卯
十
二
月
朔
日
御
頼
被　

仰
入
置
候
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処
、
夫
々
被
召
出
御
取
調
被
成
下
候
処
、
以
来
右
様
不
正
之
儀
仕
間
鋪
旨

申
立
候
段
承
知
い
た
し
候
、
右
体
向
後
不
正
之
取
計
不
致
様
、
中
辻
町
吉

助
義
全
不
正
取
計
候
義
ニ
も
無
之
、
案
内
世
話
方
之
も
の
共
不
行
届
之
廉

も
在
之
趣
ニ
而
、
外
ニ
不
正
取
計
候
も
の
も
無
之
候
得
共
、
尚
以
来
之
義
、

不
正
無
之
様
可
仕
旨
申
立
候
間
、
一
応
拙
寺
へ
御
尋
御
存
寄
も
在
之
候

ハ
ヽ
可
申
上
事
承
知
仕
候
、
右
体
夫
々
御
調
之
上
不
正
之
筋
無
之
、
以
来

之
義
御
取
締
被
成
下
候
上
ハ
、
別
段
思
召
茂
無
御
座
ニ
付
、
宜
敷
御
取
計

之
儀
御
頼
被
仰
入
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
御
門
跡
御
使
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

正
覚
寺

　

八
月
廿
六
日

14
．
安
政
三
年（
一
八
五
六
）九
月
二
十
六
日「
下
間
仲
潔
書
状
」（
２
―
４
―
２
）

御
札
令
披
見
候
、
先
以

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
能
被
為
成
御
座
候
間
可
為
御
大
慶
候
、
然
者
昨
年
来

申
達
候
防
州
同
行
江
、
御
氷
与
称
し
候
薬
冥
加
を
以
為
申
請
候
一
条
ニ
付
、

其
地
奉
行
所
御
館
入
与
力
同
心
、
且
沼
波
秀
之
助
江
従
来
之
手
続
被
申
入
、

公
用
人
江
示
談
有
之
度
旨
御
頼
談
有
之
候
上
、
口
上
書
手
扣
被
差
出
、
其
後

追
々
被
申
立
候
処
、
当
度
右
一
件
及
落
着
、
以
後
之
手
締
相
付
候
ニ
付
委
細

言
上
之
次
第
、
就
而
者
夫
々
為
御
会
釈
被
遣
被
下
物
等
之
儀
伺
登
候
趣
具
令

承
知
候
、
右
者
段
々
手
数
ニ
も
相
成
、
旁
以
例
紙
之
通
被
遣
且
被
下
候
間
、

今
便
差
下
候
条
被
得
其
意
宜
御
取
計
可
有
之
候
、
尤
是
迄
右
様
之
儀
ニ
付
被

遣
物
幷
被
下
物
之
例
不
相
見
候
間
、
其
許
ニ
而
先
例
見
合
之
儀
も
有
之
、
右

ニ
而
如
何
ニ
候
ハ
ヽ
増
減
勘
考
御
申
登
可
有
之
候
、
為
右
ニ
付
其
寺
ニ
於
て

も
嘸
彼
是
御
配
意
之
段
令
遠
察
候
、
依
之
金
三
百
疋
被
下
候
間
難
有
頂
戴
可

被
致
候
、
右
御
報
旁
可
申
達
如
斯
御
座
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
間
少
進
法
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

仲
潔
（
花
押
）

　

九
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
南
都

　
　
　
　
　
　
　
　

正
覚
寺
殿

15
．
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）「
正
覚
寺
書
状
案
」（
２
―
４
―
４
）

一
筆
啓
上
仕
候
、
先
以

　

�

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
能
為
被
在
御
座
奉
恐
悦
候
、
然
者
旅
人
一
件
ニ
付

去
卯
六
月
御
達
ニ
相
成
候
後
、
追
々
御
伺
奉
申
上
候
所
、
十
月
廿
九
日
御

下
知
之
趣
ヲ
以
、
御
館
入
与
力
同
心
江
内申
入
談
仕
尚
根
波
秀
之
助
江
従
来
之

手
続
申
談
、
公
用
人
辺
宜
敷
御
談
御
座
候
様
申
入
候
処
、
意
細
承
知
之
旨

ニ
御
座
候
ニ
付
、
口
上
ノ
手
控
差
出
候
、
左
ニ

　
　
　
　
　
　
　

口
上
手
控

一�

当
本
山
諸
国
門
徒
共
寺
社
参
詣
ニ
罷
越
候
節
、
当
地
案
内
之
も
の
共
所
々

為
致
巡
覧
候
砌
、
春
日
近
辺
ニ
而
場
所
相
構
菊
御
紋
附
之
幕
張
有
之
所
江

誘
引
い
た
し
、
開
祖
御
遠
忌
相
勤
候
由
ニ
而
薬
相
授
、
其
上
冥
加
与
称
シ

金
子
為
差
出
、
右
薬
本
山
表
江
致
持
参
候
得
者
、
為
証
拠
種
々
取
扱
方
も

有
之
旨
申
聞
候
由
ニ
而
、
右
薬
本
山
表
江
持
参
有
之
、
右
体
愚
昧
不
案
内

之
門
徒
共
ヲ
為
及
迷
惑
候
段　

御
門
室
之
御
差
支
ニ
付
取
調
之
義　

本
山

ゟ
被
仰
付
越
候
ニ
付
、
案
内
世
話
方
取
調
候
処
、
別
紙
之
通
口
上
書
ヲ
以

相
詫
、
氷
室
社
人
江
も
案
内
、
世
話
方
之
も
の
ゟ
及
掛
ケ
合
、
右
社
人
者
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勿
論
案
内
小
前
之
末
々
迄
急
度
取
締
、
向
後
右
体
心
得
違
之
義
申
間
敷
旨

申
之
候
ニ
付
、
其
段
本
山
表
江
伺
中
尚
亦
同
様
門
徒
共
ヲ
相
欺
、
薬
相
授

冥
加
与
称
シ
金
銭
貪
取
候
趣
本
山
江
申
出
候
、
右
様
案
内
世
話
方
ゟ
詫
書

差
出
置
、
矢
張
同
様
不
相
止
門
徒
共
ヲ
相
欺
候
ニ
付
、
以
来
右
様
不
正
之

取
計
不
致
様
御
吟
味
御
取
締
之
義
、
御
内
談
御
御
頼
可
申
旨
京
都
ゟ
被　

仰
越
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
御
門
跡
役
寺

　
　
　

十
一
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

正
覚
寺

　

�

右
久
保
州
助
江
面
会
之
上
差
出
候
処
、
追
而
今
日
者
御
控
御
座
候
様
と
の

事
ニ
付
帰
寺
仕
居
候
処
、
同
廿
一
日
呼
立
ニ
相
成
罷
出
候
処
、
御
館
入
之

内
公
事
方
幷
旅
人
懸
り
羽
田
権
之
丞
・
同
心
久
保
州
助
懸
り
役
取
調
被
申

付
候
旨
ニ
而
、
右
口
上
書
ニ
御
内
談
与
在
之
所
、
刪
候
様
被
申
聞
候
ニ
付
、

京
都
ゟ
被
仰
越
通
り
之
義
申
入
候
所
、
兼
而
御
申
入
之
趣
者
承
知
い
た
し

候
得
共
、
右
書
面
ニ
御
内
談
ト
有
之
候
而
者
、
取
計
ニ
難
被
及
義
有
之
候

ニ
付
、
是
非
ニ
抜
キ
可
申
旨
、
尤
も
春
日
御
神
事
ニ
付
御
祭
礼
後
御
差
出

可
然
と
の
事
ニ
付
、
十
二
月
朔
日
差
出
し
候
処
、
書
面
預
り
置
候
と
の
事

一�

同
月
五
日
頃
ゟ
世
話
方
三
人
御
調
ニ
相
成
候
処
、
中
辻
町
吉
助
を
初
メ
先

年
豊
後
旅
人
・
肥
前
之
旅
人
へ　

勧
物
相
欺
候
亀
蔵
・
南
市
町
乙
松
・
錦

町
卯
之
助
・
中
新
屋
町
吉
助
・
椿
井
町
虎
吉
等
不
法
相
働
候
者
共
、
幷
ニ

小
前
之
世
話
方
ゟ
取
究
等
之
義
も
不
相
用
強
情
申
立張
候
者
八
人
、
都
合
十

四
人
之
者
共
御
調
之
上
御
取
締
被
下
度
段
申
立
候
ニ
付
、
追
々
御呼
出調
其
外

旅
人
通
行
筋
ニ
而
相
欺
候
宿
引
、
申
合
候
旅
篭
屋
等
ヲ
初
メ
種
々
厳
敷
御

調
ニ
相
成
候
、
氷
室
社
人
も
毎
々
呼
出
し
相
成
候
事

一�

右
御
調
ニ
付
而
者
、
大
和
案
内
・
地
案
内
等
之
族
出
入
之
義
も
夫
々
御
調

ニ
相
成
、
別
而
当
春
ハ
旅
人
も
客強敷
ニ引
入
込
候
ニ
付
而
者
、
不
正
之
働
も
無

之
哉
、
聞
探
等
之
義
も
在御
座
候
事
之
事

一�

一
件
模
様
如
何
之
義
ニ
御
座
候
哉
、
久
保
州
助
ヘ
内
々
相
尋
候
処
、
色
々

入
込
ニ
相
成
追
々
相
調
候
所
、
不
埒
之
義
も
有
之
候
得
共
、
其
日
桛
之
者

共
ニ
付
何
分
根
元
之
薬
店
差
留
候
得
共
、
一
体
之
取
締
相
成
可
申
候
、
此

義
肝
要
之
旨
内
詳
ニ
御
座
候
と
の
事

一�

世
話
方
之
内
喜
六
義
先
年
旅
人
ニ
難
題
申
懸
ケ
酒
手
貪
候
ニ
付
、
池
田
播

磨
守
様
ゟ
案
内
差
留
被
置
候
吉
蔵
ト
申ヲ

も
の
内
実
依
頼
受
謝
礼
又
々
案
内

為
働
候
義
、
御
調
ニ
相
成
吉
蔵
ハ
勿
論
喜
六
・
世
話
方
被
揚
過
料
被
申
付

候
事

一�

世
話
方
之
内
庄
吉
茂
無
札
ニ
而
、
世
話
方
致
候
而
者
取
締
ニ
不
相
成
候
ニ

付
退
役
被
申
付
、
世
話
方
文
吉
壱
人
ニ
相
成
候
ニ
付
、
三
条
町
七
兵
衛
・

野
田
村
音
次
郎
・
今
在
家
町
亀
八
・
笹
鉾
町
新
助
幷
ニ
大
和
和
案
内
惣
代

鶴
福
院
町
平
助
等
被
申
付
候
事

一�

八
月
十
七
日
呼
立
ニ
相
成
候
ニ
付
罷
出
候
処
、
旅
人
一
件
ニ
付
旧
冬
来
先

年
之
御
触
ニ
相
背
候
、
御
調
之
上
追
々
取
締
之
相
成
候
処
、
氷
室
社
人
於

而
も
申
訳
難
相
立
事
共
も
在
之
、
い
つ
れ
夫
々
被
申
渡
義
ニ
御
座
候
得
共
、

此
上
御
存
寄
も
無
之
哉
、
一
応
御
尋
申
入
■委細
口
上
書

の
事
御
差
出
被
成
候
と
の
事

　
　
　
　
　
　
　

口
上
覚

一�

当
本
山
諸
国
門
徒
共
寺
社
参
詣
ニ
罷
越
候
節
、
当
地
案
内
之
者
共
所
々
為

巡
覧
候
砌
、
氷
室
社
ニ
而
開
祖
御
遠
忌
相
勤
候
由
ニ
而
、
御
氷
与
名
附
薬

相
授
、
其
上
冥
加
与
称
シ
金
子
為
差
出
候
趣
相
聞
候
ニ
付
、
案
内
世
話
方
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取
調
候
所
詫
書
差
出
置
、
矢
張
相
止
メ
不
申
候
ニ
付
、
右
様
不
正
之
取
計

不
致
様
御
取
締
之
義
、
去
卯
十
一
月
御
頼
申
上
候
処
、
夫
々
御
取
調
被
成

下
、
以
来
右
様
不
正
之
義
無
之
様
可
仕
旨
申
立
候
ニ
付
、
一
応
拙
寺
ヘ
御

尋
請
存
寄
も
在
之
候
得
者
可
申
上
旨
承
知
仕
候
、
右
夫
々
御
調
之
上
尚
も

以
来
之
義
御
取
締
被
成
下
候
上
者
、
別
段
思
召
も
無
御
座
候
ニ
付
、
宜
敷

御
取
計
之
義
御
頼
申
上
候
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
御
門
跡
役
寺

　
　
　

八
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　

	

正
覚
寺

一�

当
月
十
二
日
御
達
之
義
在
之
候
趣
ニ
而
、
用
達
迄
相
繕
居
候
様
被
申
越
候

ニ
付
、
罷
越
居
候
処
、
御
裁
許
之
趣
ニ
而
夫
々
御
尋
ニ
相
成
在
之
処
、
昼

後
呼
立
ニ
相
成
罷
出
候
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氷
室
社
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
仲
伯
耆
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付
添

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

窪
伊
賀
介

　

�

氷
餅
之
義
先
ニ
奉
行
聞
済
被
置
候
雛
形
致
間
違
朱
ニ
而
、
菊
之
紋
ヲ
押
裏

も
男
女
分
之
判
ヲ
押
薬
種
ヲ
以
薬
ニ
製
シ
諸
人
ニ
相
授
、
冥
加
を
取
候
段

粉紛
敷
筋
ニ
相
聞
候
ニ
付
、
已
来
右
薬
者
勿
論
前
々
届
済
ニ
相
成
在
之
候
氷

餅
共
向
後
差
出
候
義
者
、
急
度
被
差
留
候
請
書
取
置
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
社
案
内
世
話
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

文
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃
案
内
中
辻
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

吉
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
外
之
者
共

　

�

旅
人
ニ
案
内
之
砌
不
正
之
働
廉
々
、
急
度
糺
り
被
為
置
寺
社
参
詣
之
旅
人

廉（
カ
）置
て
案
内
い
た
し
候
様
兼
々
申
渡
置
候
所
、
近
年
不
正
之
働
致
候
段
急

度
呵
置
、
以
来
無
得
心
之
旅
人
ニ
買
物
幷
ニ
御
札
守
り
等
押
而
取
上
働
候

義
、
急
度
差
留
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

新
旅
篭
屋
惣
代

旅
人
通
行
筋
而
相
欺
候
者
勿
論
氷
室
社
ニ
而
薬
相
授
、
其
余
旅
人
難
渋
之

義
無
之
様
急
度
被

在在之
候
得
者
早
速
可
申
義

之
候
得
者
申
渡（
マ
マ
）候
此
段
申
渡
候

　

�

右
之
通
り
於
御
白
砂
取
締
被
申
渡
候請書
被
取
置
候
ニ
付

付
、
此
段
御
達
申
候
と
の
事
ニ
付
、

段
々
御
苦
労
候
趣
申
述
、
早
速
京
都
へ
申
登
候
様
申
之
引
取
申
候

　

�

右
之
趣
ニ
付
、
此
段
奉
申
上
候
、
尤
も
段
々
御
手
数
相
嵩
候
ニ
付
、
何
卒

御
会
釈
之
義
宜
敷
奉
願
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

―
―
―
―
―

16
．
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
閏
三
月
二
十
三
日
日
「
山
中
一
学
書
状
」（
２
―
４
―
11
）

（
包
紙
表
書
）

 「 「
万（

後

筆

）

延
元
閏
三
月
御
達
ニ
付
返
書
候
」

　

南
都

　
　

浄
教
寺
様　

山
中
一
学

　
　

正
覚
寺
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

一
筆
致
啓
達
候
、
先
以

両
御
門
跡
様
益
御
機
嫌
克
被
為
遊
御
在
坊
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新
々
御
所
様
御
機
嫌
克
被
為
成
御
座
候
条
可
被
成
御
大
慶
候
、
然
者
此
頃
南

都
東
大
寺
境
内
ニ
お
ゐ
て
、
当
御
本
山
出
役
人
と
偽
称
し
、
如
来
之
夢
想
虎

狼
痢
病
除
と
歟
、
春
童
丸
と
認
候
包
紙
を
授
り
候
様
諸
人
へ
申
進
、
冥
加
銀

を
乞
求
め
、
追
々
令
群
集
就
中
垂
井
町
旅
篭
屋
共
よ
り
も
取
次
等
致
し
候
様

相
聞
へ
候
、
右
者

当
御
殿
御
称
号
を
偽
り
唱
へ
、
諸
人
を
惑
し
売
薬
冥
加
を
貪
り
候
段
、
不
埒

之
輩
甚
御
差
支
之
義
候
付
、
急
度
取
締
可
有
之
筋
、
委
曲
者
小
役
人
町
条
伴

左
衛
門
被
差
向
候
間
、
早
々
取
締
方
示
談
御
心
配
有
之
候
処
、
此
段
可
得
御

意
旨

御
沙
汰
ニ
付
、
如
此
御
座
候
、
以
上　

　
　
　
　
　
　
　
御
納
戸

　

閏
三
月
廿
三
日	

山
中
一
学

　
　
　
南
都

　
　
　
　

浄
教
寺
様

　
　
　
　

正
覚
寺
様


